
口頭弁論終結日　平成１５年１０月２８日

                          主　　　　　　　　　文
                  １　本件訴えを却下する。
                  ２　訴訟費用は原告らの負担とする。
                          事　　　　　　　　　　　　　　　実
第１　当事者の求める裁判
  １　請求の趣旨
　（１）被告が，甲府市Ａ町〇〇番地先の幅員約４メートル，全長約９０メートル
の水路を道路として一般交通の用に供して用途　　　外に使用し，甲府市の公有財
産である水路の管理，維持及び保全等を怠っていることは違法であることの確認を
求める。
　（２）訴訟費用は被告の負担とする。
  ２　請求の趣旨に対する答弁
　（１）本案前の答弁
      ア　本件訴えを却下する。
      イ　訴訟費用は原告らの負担とする。
　（２）本案に対する答弁
      ア　原告らの請求を棄却する。
      イ　訴訟費用は原告らの負担とする。
第２　当事者の主張
  １　請求原因
　（１）原告らは，いずれも甲府市の住民である。
　（２）平成２年１月２６日当時，甲府市Ａ町〇〇番地先水路（通称△△川。幅員
約４メートル，全長約９０メートル。以下「本　　　件水路」という。）は，国有
財産であった。
　（３）上記（２）と同日，被告は，本件水路について，建設省所管国有財産部局
長山梨県知事（以下「県知事」という。）に対　　　し，道路改良工事を理由とし
て，国有財産（水路）の工事施工及び用途変更についての承認を申請した。
　（４）県知事は，平成２年３月７日，被告に対し，上記（３）の申請を承認し
た。
      　なお，被告は，本件水路の流水部分の用途変更についての承認を申請して
いないので，これについては承認を受けていな　　　い。
　（５）甲府市は，本件水路に，水路を覆う形の箱形コンクリート製の構造物（ボ
ックスカルバートと呼ばれる。以下「本件設置　　　物」という。）を設置した。
　（６）以後，本件設置物の上部表面は，道路用地として，一般交通の用に供され
ている。
      　なお，被告は，道路法８条２項に基づき，平成１０年３月１１日の甲府市
議会定例会の決議を経て，同月１６日，本件水　　　路及び隣接地を市道Ａ〇号線
として市道の路線認定をした。
　（７）平成１４年４月２２日，本件水路は，国から甲府市に譲与された。
　（８）原告らは，同年９月２日，地方自治法（以下「法」という。）２４２条に
基づき，甲府市監査委員に対し，用途変更もさ　　　れていないのに，本件水路を
道路として一般交通の用に供していることは，甲府市の公有財産の管理を違法に怠
るものであ　　　るとして，その監査を請求した（以下「本件監査請求」とい
う。）。
　（９）甲府市監査委員は，同月２０日，本件監査請求は，平成１０年１２月２８
日付けで提出された監査請求と実質的に同一事　　　案，同一内容であり，既に平
成１１年２月８日付け甲監発第２６号で却下したから，改めて監査を行う必要がな
いことを理　　　由として却下した。
 （１０）よって，原告らは，被告に対し，被告が，本件水路を道路として，用途変
更手続を経ないまま，一般交通の用に供して　　　用途外に使用し，甲府市の公有
財産である水路の管理，維持及び保全等を怠っていることは違法であることの確認
を求め　　　　る。
  ２　被告の本案前の抗弁
    　法２４２条の２第１項における「財産の管理」とは、目的物の財産的価値の
維持・保全・実現を目的とする管理を指すと解　　されるから，目的物を一定の公
の目的に供用するについて支障のない状態を維持することを目的とする公物管理を



含まないと　　解すべきである。
    　本件において，被告は，本件水路に本件設置物を設置した上，本件水路を水
路として，また，本件設置物の上を道路として　　管理しているが，これは水路の
行政上の管理行為であって，法２条３項の機能管理行為に当たるに過ぎず，法２４
２条の２第　　１項における「財産の管理」には当たらない。
  ３　被告の本案に関する主張
　（１）請求原因（１）ないし（９）の事実は，同（４）のうち，「被告は，本件
水路の流水部分の用途変更についての承認を申　　　請していないので，これにつ
いては承認を受けていない。」という点を除き，いずれも認める。
　（２）原告は，被告が本件水路を用途外に使用している違法がある旨主張する
が，本件水路は，本件設置物が設置された後も水　　　路としての機能を維持して
いるから，本件設置物の上を道路として利用することについて，国有財産法上の問
題はないし，　　　機能管理者たる甲府市の権限内の行為であるので，用途変更手
続を要しない。
  ４　本案前の抗弁に対する原告らの主張
    　河川の財産管理の内容は，河川管理者の河川の維持修繕その他の管理とは観
念上別個のものであり，その前提をなすべきも　　のであるところ，河川管理者の
管理行為は，洪水や高潮等による災害の発生を防止し，河川を適正に利用し，流水
の正常な機　　能を維持するため，河川を良好な状態に維持管理することであるの
に対し，財産管理者の管理行為については「財産を常に良　　好な状態において管
理し，その所有の目的に応じて最も効率的にこれを運用しなければならない」（地
方財政法８条）とされ　　ているのであるから，両者の内容は実質的に重なる部分
がある。
    　本件設置物は，その下口部分が９０度近く湾曲していることから，水の流れ
を滞留させ，堆積物が堆積しやすく，しかも堆　　積物の除去が容易でない構造と
なっているため，洪水等の災害が発生しやすいことから，同条にいう財産管理を明
らかに阻害　　している。そして，本件水路を良好な状態で管理し，その所有の目
的に応じて最も効率的に運用するためには相当の費用支出　　が予想される。した
がって，本件設置物は，流水管理の目的を妨げ，不必要な費用支出をさせかねない
ものであり，被告の本　　件水路の財産管理にかかわるものであることは明らかで
ある。
                          理　　　　　　　　　由
１　争いのない事実
（１）原告らは，甲府市の住民である。
（２）平成２年１月２６日当時，本件水路は国有財産であった。
（３）上記（２）と同日，被告は，本件水路について，建設省所管国有財産部局長
であった県知事に対し，道路改良工事を理由と　　して，国有財産（水路）の工事
施工及び用途変更についての承認を申請した。
（４）県知事は，平成２年３月７日，被告に対し，上記（３）の申請を承認した。
（５）甲府市は，本件水路に本件設置物を設置した。
（６）以後，本件設置物の上部表面は，道路用地として，一般交通の用に供されて
いる。
    　なお，被告は，道路法８条２項に基づき，平成１０年３月１１日の甲府市議
会定例会の決議を経て，同月１６日，本件水路　　及び隣接地を市道Ａ〇号線とし
て市道の路線認定をした。
（７）平成１４年４月２２日，本件水路は，国から甲府市に譲与された。
（８）原告らは，同年９月２日，法２４２条に基づき，甲府市監査委員に対し，用
途変更もされていないのに，本件水路を道路と　　して一般交通の用に供している
ことは，甲府市の公有財産の管理を違法に怠るものであるとして，本件監査請求を
行った。
（９）甲府市監査委員は，同月２０日，本件監査請求は，平成１０年１２月２８日
付けで提出された監査請求と実質的に同一事　　　案，同一内容であり，既に平成
１１年２月８日付け甲監発第２６号で却下したから，改めて監査を行う必要がない
ことを理由　　として却下した。
２　本案前の抗弁について
（１）法２４２条の２の定める住民訴訟は，普通地方公共団体の執行機関又は職員
による法２４２条１項所定の財務会計上の違法　　な行為又は怠る事実について，
住民に対しその予防又は是正を裁判所に請求する権能を与え，もって地方財務行政



の適正な運　　営を確保することを目的としたものである（最高裁昭和６２年２月
２０日第２小法廷判決・民集４１巻１号１２２頁参照）。
    　したがって，ある事項が住民訴訟の対象となるか否かの判断も，上記趣旨に
沿ってするべきであって，法２４２条１項にい　　う「財産の管理」とは，財産の
財産的価値に着目して，その維持・保全・管理等を図る財務的処理を直接の目的と
する行為を　　いうと解すべきである。そして，一定の行政目的実現のためにする
行為が，一面において財産の管理という性質を有し，それ　　らの行為等がなされ
ることによって，結果として地方公共団体に財産的影響が及ぶような場合は，行政
目的実現の趣旨にかん　　がみ，その側面において考慮するべきであり，財務会計
の適正な実現を目的とするものでない以上，「財産の管理」に当たら　　ないと解
すべきである。
（２）そこで検討するに，本件設置物が本件水路に設置されて，その上部表面が道
路として一般交通の用に供されていることは，　　本件水路の本来の機能を阻害し
ないかといった行政財産の効率的な利用という機能管理の問題について検討した上
でなされる　　行為であり，行政目的の実現に関するものと認められる。したがっ
て，本件水路の財産的価値に着目してその維持・保全・管　　理等を図る財務的処
理を直接の目的とする行為には当たらないというべきであり，被告が本件水路を道
路として一般交通の用　　に供していることは，住民訴訟の対象たる財務会計行為
に当たらない。
    　仮に，原告らの主張するように，本件設置物が流水管理の目的を妨げ，不必
要な費用支出をさせる可能性があるとしても，　　上記のとおり，本件水路の財産
的価値に着目してその維持・保全・管理等を図る財務的処理を直接の目的とする行
為には当た　　らないから，上記判断を左右しない。
３　以上のとおりであって，本件訴えは不適法であるから，却下することとし，訴
訟費用の負担につき，行政事件訴訟法７条，民　事訴訟法６１条，６５条１項本文
を適用して主文のとおり判決する。
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